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衆
議
院
議
員
秋
葉
賢
也
君
提
出
汚
染
状
況
重
点
調
査
地
域
に
お
け
る
健
康
管
理
調
査
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
原
子
力
事
故
に
お
け
る
健
康
管
理
調
査
事
業
等
に
対
す
る
支
援
に
つ
い
て
は
、
福
島
県
が
全
県
民
を
対
象
と
し

た
放
射
線
に
よ
る
健
康
影
響
に
関
す
る
調
査
等
の
事
業
を
実
施
す
る
に
当
た
り
、
同
県
に
対
し
て
、
当
該
事
業
を
実
施
す
る

た
め
の
基
金
の
造
成
に
関
し
、
平
成
二
十
三
年
度
第
二
次
補
正
予
算
に
計
上
し
た
原
子
力
被
災
者
健
康
確
保
・
管
理
関
連
交

付
金
を
交
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

御
指
摘
の
汚
染
状
況
重
点
調
査
地
域
は
、
都
道
府
県
知
事
等
が
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太

平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特

別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
除
染
実
施
計
画
を
定
め
る
に
当
た
り
、
環
境
大
臣

が
、
そ
の
地
域
内
の
同
法
第
一
条
に
規
定
す
る
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
状
況
に
つ
い
て
重
点
的
に
調

査
測
定
を
す
る
こ
と
が
必
要
な
地
域
と
し
て
指
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
地
域
内
の
住
民
に
対
す
る
放
射
線
に
よ
る
健

康
影
響
に
関
す
る
調
査
の
要
否
の
観
点
か
ら
指
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
福
島
県
以
外
の
地
域
の
住
民
の
健
康
管
理

に
つ
い
て
は
、
岩
手
県
、
宮
城
県
、
茨
城
県
、
栃
木
県
及
び
群
馬
県
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
放
射
線
に
よ
る
健
康
影
響
に
関

一



す
る
有
識
者
会
合
に
お
い
て
、
環
境
放
射
線
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
結
果
や
ホ
ー
ル
ボ
デ
ィ
カ
ウ
ン
タ
ー
に
よ
る
測
定
結
果
等
か

ら
、
科
学
的
に
は
放
射
線
に
よ
る
健
康
影
響
に
関
す
る
調
査
は
必
要
な
い
等
の
結
論
が
出
さ
れ
た
と
承
知
し
て
お
り
、
政
府

と
し
て
は
、
当
該
地
域
の
住
民
に
つ
い
て
、
放
射
線
に
よ
る
健
康
影
響
に
関
す
る
調
査
を
実
施
す
る
状
況
で
は
な
い
と
考
え

て
い
る
が
、
当
該
地
域
に
お
い
て
も
、
放
射
線
に
よ
る
健
康
影
響
に
つ
い
て
大
き
な
不
安
を
抱
い
て
い
る
住
民
が
い
る
こ
と

か
ら
、
環
境
放
射
線
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
結
果
や
原
発
事
故
の
収
束
及
び
再
発
防
止
担
当
大
臣
の
下
に
開
催
さ
れ
て
い
る
放
射

性
物
質
汚
染
対
策
顧
問
会
議
の
下
で
開
催
さ
れ
た
、
有
識
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
低
線
量
被
ば
く
の
リ
ス
ク
管
理
に
関
す
る

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」
の
報
告
書
等
を
踏
ま
え
て
、
放
射
線
に
よ
る
健
康
影
響
に
関
す
る
専
門
家
等
に
よ
る
住
民
説
明
会

の
開
催
等
の
必
要
な
対
応
に
つ
い
て
、
関
係
地
方
公
共
団
体
と
相
談
の
上
、
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。
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